
 

子宮頸がん予防（HPV）ワクチンを自費で接種された方へ 

(HPVワクチン任意接種の償還払いについて)  

 子宮頸がん予防（HPV）ワクチンの積極的な接種勧奨が差し控えられている間に、定期接種（公費

での接種）を受けることができず、定期接種対象年齢を過ぎてから令和４年３月３１日までにHPVワク

チン任意接種を受けた方が自己負担した費用を払い戻します。 

🌼 対象となる人                                                                        
 

 

※以下のすべてに該当する場合のみ対象となります。 

・平成９年４月２日から平成１７年４月１日までに生まれた女子。 

・令和４年４月１日時点で、三股町に住民票がある方。 

・定期接種対象年齢（小学６年生から高校１年生相当）の期間に３回接種が完了していない方。 

・定期接種対象年齢を過ぎてから令和４年３月３１日までに任意接種を受け、その費用を自己負担 

している方。 

・接種したワクチンが、サーバリックス（組換え沈降２価 HPVワクチン）またはガーダシル（組換え 

沈降４価HPVワクチン）である方。 

・日本国内の医療機関で接種をうけた方。 

・令和 4年 4月 1日以降にキャッチアップ接種として、定期接種をうけていない方。 

🌼 申請期限                                                                           

期限：令和７年 3月３１日まで 

 

🌼 申請の際に持ってくるもの                                                    
 

① ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書 

② 接種を受けた方の氏名・住所・生年月日が確認できる書類（写し）※申請者と被接種者が異なる

場合は双方のもの 

例：住民票、運転免許証、健康保険証（両面）、マイナンバーカード等 

③ 振込希望先金融機関の通帳（金融機関や口座番号等が確認できるもの）の写し 

※なるべく接種を受けた本人の口座でお願いします。 

④ 実費を払った事実、その額及び接種回数を証明できる書類（原本）例：領収書 

⑤ 接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種証または接種済みの記載がある予診票等（写し

でも可） 

※紛失等により④・⑤の書類を提出できない場合は、接種した医療機関へ任意接種償還払い申請用

証明書の記入を依頼し、必要事項を記入した上で提出してください。なお、証明書発行に係る費用は

自己負担になります。予めご了承ください。 

※書類が不足している場合や記入された内容に不備があるときは追加の書類を求めることがあります。 
 

🌼 助成金額                                                                   
 

領収書の金額(実際に支払った金額)を、町の公費助成額の上限まで助成します。助成額を超えた

部分の金額については自己負担です。       

 

お問合せ先 三股町健康管理センター 電話 0986-52-8481      


